
１　法人の概要

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、職員数には括弧（内数）で表示。

２　法人の行動計画(令和４～７年度)

３　財務  

①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円) ＜主な経営指標＞

売上高 流動資産

売上原価 固定資産

売上総利益 資産計

販売費及び一般管理費 流動負債

人件費（売上原価含む） 短期借入金

営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金

営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金 ※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

特別利益 利益剰余金等

特別損失 純資産計 ＜退職給与引当状況 (単位:千円)＞

法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

　③県の財政的関与の状況（事業費補助・委託を除く）  (単位:千円)

運営状況概要書

（株９）

法人名： 大館能代空港ターミナルビル　株式会社 設立年月日 平成7年11月16日

(30.0%) 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課

設立目的
空港ターミナルビルは公共交通（航空機の運航・航空旅客支援）を担う施設であり、高い公共性を求められることから、秋田県をはじめ周辺自治体、航空会社及び流通、地元経済界の出資する株式会
社として設立された。

事業概要 運航支援施設としてのターミナルビル運営。同施設・設備の賃貸。施設内広告宣伝。道の駅の運営。

代表者職氏名 代表取締役社長　津谷　永光 資本金 495,000千円 県出資等額及び比率 148,500千円

関連法令、県計画 空港法、秋田県総合交通ビジョン

役員数
(R7.7.1現在)

理事 監査役 評議員 計 職員数
(R7.4.1現在)

正職員 出向職員 臨時・嘱託 計

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 4 1(1) 6 11(1)

2 7

県関与のあり方 継続 経営状況 安定 取組の方向性 ・安定的経営の継続　・公益的事業の安定実施

2 5 2

目標

○安定的経営の継続に向け、経営改善の取組を維持し、営業収入の増収を図る。
【目標】営業収入（千円）　Ｒ４年度：223,423、Ｒ５年度：240,917、Ｒ６年度：241,817、Ｒ７年度：242,717
○公益的事業の安定実施に努め、顧客満足度の維持・向上を図る。
【目標】顧客満足度（pt）　Ｒ４年度：80.5、Ｒ５年度：81.0、Ｒ６年度：81.5、Ｒ７年度：81.5

取組

○航空旅客数と航空貨物量の動向が賃料や販売額に大きく影響することから、航空路線の維持・拡充に資する航空旅客誘引と需要創出を推進するため、大館能代空港利用促進協議会の加盟法人として、県と連携し
た諸施策を実行するとともに、変動リスクの軽減と更なる収入増のため、付帯事業において以下の取組を実施する。
・通販サイトへの出品等によるＥＣ活用、ダイレクトセールスによる企画商品の販路拡大
【目標】販売点数　年800個
・販売物品の単価適正化、訴求力ある商品展開
・イベントの刷新と地元住民の空港立寄り利用の促進
（直営店舗増収、テナント店舗支援による賃料確保）
【目標】販売店舗来客数（テナント含む）　Ｒ４年度：52,800人、Ｒ５～７年度：各年度72,600人
○ＣＳ向上活動（施設設備・サービス改善、マインド醸成）の継続と更なる強化を図る。

246,399 250,580 357,833 376,031 経常収支比率
 (経常収益÷経常費用)

区　　分 令和５年度 令和６年度 区　　分 令和５年度 令和６年度

112.1% 116.3% ＋4.1
17,285 17,616 633,712 620,830

項　目 令和５年度 令和６年度 増減※

798.6% ＋265.0
202,613 198,019 67,064 47,086

229,114 232,964 991,545 996,861 流動比率
 (流動資産÷流動負債)

533.6%

203 219 有利子負債比率
 (有利子負債÷純資産計)

0.0% 0.0% ＋0.0
1

93.3% ＋1.9
26,501 34,945 18,725 20,034

45,317 47,605 自己資本比率
 (純資産計÷負債・純資産計)

91.3%

28,131 449,756 473,741

28,000 73 905,756 929,741

63 85,789 67,120

26,703 35,101 456,000 456,000

引当率(%)

17,915 23,985 13,792 13,792 100.0%

8,919 11,043 991,545 996,861 要支給額 引当額

年間支出

年度末残高

区　分 令和５年度 令和６年度 支出目的等



Ⅰ 自己評価

Ⅱ 所管課評価

Ⅲ 委員会評価

【委員からの提言】

委員会評価を踏まえた対応方針

運営状況評価表

（株９）

○営業収入：250,580千円（前年度：246,399千円、目標：241,817千円）
○顧客満足度：81.8pt（前年度：85.5pt、目標：81.5pt）
○商品販売点数：8,150個（前年度：9,150個、目標：800個）
○販売店舗来客数（物販テナント含む、レストラン除く）：65,242人（前年度：60,449人、目標：72,600人）

○売上高：250,580千円（前年度：246,399千円）
○当期純利益：23,985千円（前年度：17,915千円）

【自己評価】 評価 Ａ 【自己評価】 評価 Ａ

法人名： 大館能代空港ターミナルビル　株式会社

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【令和６年度実績】 【令和６年度実績】

○テナントを含めて空港ビル全体でサービス品質の向上や誘客、販売促進の取組を強化したことにより、営業
収入、顧客満足度及び商品販売点数に係る目標値については達成することができた。
○販売店舗来客数については前年度比では約８％増加したものの、各店舗における人員不足による営業時間の
短縮等が影響し、目標数には届かなかった。今後は、誘客促進の取組とともに、当社ウェブサイトの活用等、
各店舗の求人情報の発信強化に向けた取組も行うことで、来客数の増加を図りたい。

○東京羽田線三往復化の定着に向けた空港利用促進協議会等による継続的な需要喚起策の効果もあり、空港利
用者数が増加（19.4万人と前年比で2.1万人増）したことにより、不動産事業収入や販売事業収入も堅調に推
移し、総売上高は前年度比で約1.7％増の250,580千円となり、当期純利益も前年を上回った。
○経常ベースで単年度黒字を確保していることに加え、県からの財政的支援を受けておらず、累積債務もない
ことから、引き続きＡ評価とした。

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【所管課評価】 評価 Ａ 【所管課評価】 評価 Ａ

○販売店舗来客数については、商品開発も含めた工夫改善を図るなど、取組を進めてもらいたい。
○顧客満足度や商品販売点数は、目標達成のみならず前年度よりも向上させることを目指してもらいたい。
○県北地域への誘客促進の観点においても、大館能代空港の果たす役割は大きいと考えることから、施設の利便性を高めることや空港としての知名度を高めることなど、積極的な取組を期待したい。

法人の対応方針 所管課の対応方針

○地域資源を活用した商品の開発や改良等に取り組み、販売店舗来客数の増加を図る。
○顧客満足度・商品販売点数の更なる向上・増加を目指し、一層のサービス品質向上とともに、各店舗の従業
員確保に向けた情報発信の強化等に努める。
○県北地域の知名度向上、誘客促進については、ＳＮＳに加え、ウェブサイトのリニューアルにより、観光情
報や主要都市へのアクセスを重点的に発信し、注目度の向上につなげていく。また、これまで以上に空港利用
促進協議会や空港圏域市町村、北東北三県の他空港と連携し需要の掘り起こしに取り組んでいく。

○空港の知名度向上と誘客促進のため、大館能代空港利用促進協議会を核として空港圏域市町村や地元経済団
体との連携を推進していくことで、法人の活動を支援していく。

○行動計画に掲げた目標は概ね達成されている。販売店舗来客数については、目標未達となったものの、前年
度を大きく上回っており、今後も空港の賑わいづくりを進めるなど目標達成に向けて取り組んでいただきた
い。

○令和６年度は増収・増益であり、県から運営面に関する財政的支援は行っていない。累積債務もなく経営は
安定している。引き続き利益剰余金の積み増しに向けて取り組んでいただきたい。

総合評価 法人全体の取組・運営状況に関するコメント

Ａ
○行動計画に定める目標については概ね達成されているほか、前年度からの増収増益を達成しており、安定的な経営を行っているものと評価できる。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人名 大館能代空港ターミナルビル(株) 

 

 

① 令和７年度計算書類等 
 

 

 

 

 

 

 

           法人所管課 交通政策課  

 



大館能代空港ターミナルビル株式会社定款 

 

第 1章 総則 

（商号） 

第 1条 当会社は、大館能代空港ターミナルビル株式会社と称する。 

（目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（1）空港ターミナルビル及びこれに付帯する施設の賃貸業 

（2）航空旅客、航空貨物及び航空事業者に対する役務の提供 

（3）飲食物、旅行用日用雑貨及び観光土産品の販売 

（4）郵便切手、収入印紙、煙草、酒類、薬品及び石油製品の販売 

（5）食堂及び喫茶店の経営 

（6）広告、宣伝及び広告代理業 

（7）旅客・貨物運送取次業 

（8）貸自動車業及び貸自動車取次業 

（9）駐車場業 

（10）損害保険代理業 

（11）航空思想の普及及び旅行案内に関する事業 

（12）旅行業法に基づく旅行業 

（13）その他前各号に付帯関連する一切の事業 

（本店の所在地） 

第 3条 当会社は、本店を秋田県北秋田市に置く。 

（公告の方法） 

第 4条 当会社の公告は、電子公告とする。但し、電子公告によることができない事故

その他やむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載して行う。 

 

 第 2章 株   式 

（株式及び取締役会） 

第 5条 当会社の発行可能株式総数は、20,000 株とする。 

２ 当会社は取締役会を置く。 

（株券の発行及び記名株式並びに株券の種類） 



第６条 当会社は株式に係る株券を発行する。 

２ 当会社の発行する株式は、すべて記名式とし、株券の種類は、1株券、10株券、100

株券、200株券及び 500株券の 5種類とする。 

（株式の譲渡制限） 

第７条 当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承

認を受けなければならない。 

（基準日） 

第８条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使できる株

主とする。 

2 前項にかかわらず、必要ある場合は取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、

一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもっ

て、その権利を行使できる株主または登録株式質権者とすることができる。 

（株式の取り扱い） 

第９条 当会社の株式の名義書換その他株式の取り扱いに関する手続及び手数料等に

ついては、取締役会の定める株式取扱規則による。 

 

 第 3章 株主総会 

（招集） 

第 10 条 定時株主総会は、毎事業年度終了の日の翌日から 3 か月以内に招集し、臨時

株主総会は、必要がある場合に招集する。 

（招集権者および議長） 

第 11条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取蹄役会の決議によって、

取締役社長が招集する。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順

序により、他の取締役が召集する。 

２ 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故あるときは、あ

らかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。取締役全員に事

故あるときは、出席株主中から選任されたものがこれに代わる。 

（決議の方法） 

第 12 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を

行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主



の議決権の過半数もって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 13 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使する

ことができる。 

２ 前項の場合、株主または代理人を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出し

なければならない。 

  ただし、株主が法人である場合には、当該法人はその使用人に議決権の行使を委任

することができる。 

（議事録） 

第 14 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法務省令

に定める事項は議事録に記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印して、10年

間本店に、その謄本を 5年間支店に備え置くものとする。 

 

 第 4章 取締役、監査役及び取締役会 

（取締役及び監査役の員数） 

第 15条 当会社の取締役は 10名以内とし、監査役は 2名以内とする。 

（取締役及び監査役の選任） 

第 16 条 取締役及び監査役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 

2 取締役の選任は、累積投票によらない。 

（取締役及び監査役の任期） 

第 17 条 取締役の任期は選任後 2 年以内に、監査役の任期は選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任取締役又は他の取締役の残任

期間と同一とする。 

3 補欠により選任された監査役の任期は、前任監査役の残任期間と同一とする。 

（役員の欠員） 

第 18 条 取締役又は監査投に欠員が生じたときは、補欠選任を行う。ただし、法定の

員数を欠くことなく業務の執行に支障がないときは、取締役会の決議をもって次の株主

総会又は次期改選期までこれを延期することができる。 



（代表取締役及び役付取締役） 

第 19 条 取締役会の決議により、取締役の中から、代表取締役１人を選定し、必要に

応じて専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。 

2 代表取締役は、社長とする。 

3 取締役会の決議をもって、社長以外に役付取締役の中から会社を代表する取締役を

選定することができる。 

（業務執行） 

第 20 条 社長は会社の業務を統括し、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定

められた業務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。 

2 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役が社

長の業務を代行する。 

（取締役会の招集及び議長） 

第 21 条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事

故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が召集し、議長と

なる。 

（招集通知） 

第 22 条 取締役会招集の通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して

発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ

る。 

2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを省略して

開くことができる。 

（決議） 

第 23条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 

（議事録） 

第 24 条 取締役会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過及び結果な

らびに法務省令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに

記名押印して、10年間本店に備え置くものとする。 

（取締役会規則） 

第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会の

定める取締役会規則による。 

（報酬） 



第 26 条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会の決議をもっ

て定める。 

 

 第 5章 計  算 

（事業年度） 

第 27条 当会社の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日とする。 

（剰余金の配当の支払） 

第 28 条 当会社は株主総会の決議によって毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主または登録質権者に対し、金銭による剰余金の配当を支払う。 

2 剰余金の配当支払確定の日から満３年を経過したときは、会社はその支払の義務を

免れる。 

３ 剰余金の配当には利息をつけない。 



株主名簿（令和7年3月31日現在）

No. 株主名 株券 持株数 金額(千円） 持株比率

1 秋田県 2,970 148,500 30.00%

2 大館市 542 27,100 5.47%

3 北秋田市 468 23,400 4.73%

4 能代市 430 21,500 4.34%

5 鹿角市 274 13,700 2.77%

6 三種町 168 8,400 1.70%

7 八峰町 92 4,600 0.93%

8 小坂町 56 2,800 0.57%

9 藤里町 50 2,500 0.51% 自治体

10 上小阿仁村 50 2,500 0.51% 51.52%

11 ＡＮＡホールディングス㈱ 1,360 68,000 13.74% 航空会社

13.74%

12 ㈱秋田銀行 410 20,500 4.14%

13 ㈱北都銀行 400 20,000 4.04%

14 秋田県信用組合 140 7,000 1.41%

15 東北電力㈱ 不所持 100 5,000 1.01%

16 日本通運㈱ 100 5,000 1.01%

17 秋北バス㈱ 100 5,000 1.01%

18 ㈱秋田魁新報社 100 5,000 1.01%

19 ㈱秋田放送 80 4,000 0.81%

20 秋田テレビ㈱ 80 4,000 0.81%

21 秋田共立㈱ 70 3,500 0.71%

22 大館商工会議所 60 3,000 0.61%

23 全国農業協同組合連合会 60 3,000 0.61%

24 能代商工会議所 50 2,500 0.51%

25 かづの商工会 40 2,000 0.40%

26 秋田朝日放送㈱ 40 2,000 0.40%

27 北秋田市商工会 30 1,500 0.30% 地元民間

28 全国共済農業協同組合連合会 不所持 20 1,000 0.20% 18.99%

※ 自社株 1,560 78,000 15.76% 15.76%

合計 9,900 495,000 100.00% 100.00%



法 人 名 ：

時 点 ：

番
号
役職名称 氏名 職名

番
号
役職名称 氏名 職名

1 代表取締役社長 津谷　永光 北秋田市長 28

2 代表取締役専務 今川　聡
前秋田県産業政
策課ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ

29

3 取締役 齊藤　滋宣 能代市長 30

4 取締役 石田　健佑 大館市長 31

5 取締役 笹本　真司 鹿角市長 32

6 取締役 中島　浩 総務部長 33

7 取締役 岡部　研一
秋田県観光文化
スポーツ部長

34

8 監査役 北林　貞男
秋田県信用組合
会長

35

9 監査役 渡邊　元希
(株)北都銀行鷹
巣支店長

36

10 0 0 0 37

11 0 0 0 38

12 0 0 0 39

13 0 0 0 40

14 0 0 0 41

15 0 0 0 42

16 0 0 0 43

17 0 0 0 44

18 0 0 0 45

19 0 0 0 46

20 0 0 0 47

21 0 0 0 48

22 0 0 0 49

23 0 0 0 50

24 0 0 0 51

25 0 0 0 52

26 0 0 0 53

27 0 0 0 54

秋田県出資・出捐法人　役員名簿

大館能代空港ターミナルビル株式会社

令和7年7月1日
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令和７年度事業計画 

 

 

航空機運航支援施設として空港ターミナルビルの基本機能維持と強化を確実かつ  不

断に推し進めるとともに、東京線３往復化の定着に向けた諸施策を実行し、中長期的な

当社成長のステップとすべく、以下の通り計画します。 

 

 

 

１．経営方針（中期経営計画／令和７年度～令和９年度） 

    当社の経営基盤を更に強固なものとした上で、当空港の利用者増を積極的に推進し安

定経営に繋げます。これにより持続的に空港ビルの機能・役割を果たし、地域の活性化

および発展に貢献していきます。 

 

 

 

２．経営目標    持続可能な事業運営のための収益力強化     

 

    

                       

３．令和７年度ＫＰＩ 

 

 

 

 

 

 

 

４．実施計画 

  

 築２６年を経過した当社建物、設備の老朽化への対応を着実に実行していくと共に、

以上を基本としつつも、災害予防、社会的要請への対応を視野に入れた更なる利便性と

サービス向上など空港機能の強化及び空港利用者拡大への投資を可能な限り並行して

実施します。 

また、営業収入の拡大と営業費用の抑制により、持続可能な経営に向けた収益力の強

化に努めます。 

 

 

 

（１） 当社施設設備に起因する安全、運航阻害件数 ： ０件 

（２） 顧客満足度（テナントを含む） ： ８０％以上  

（３） 東京線搭乗者数 ： ２０９千人（利用促進協議会決定の目標値） 
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（１）空港機能、安全品質の維持、向上   

① 施設設備保守、更新           

 

② 航空保安体制の維持、強化 

・改正航空法（令和４年３月１０日施行）に基づく円滑かつ確実な保安対応の実施

（危険物等所持制限区域における保全体制の強化） 

 

（２）東京線３往復の安定化に向けた定時運航、安全運航に資する空港施設整備 

 

（３）地元密着型の空港づくりを前提とした継続的な空港利用促進活動 

周辺地域の身近な存在として、航空旅客のみならず、道の駅利用客の増進を図り     

経営基盤の強化 

№ 計画内容 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度

1 PBB更新 〇

2 ES更新 〇

3 ト イレ照明用自動センサー取付工事 〇

4 重量シャッ ター 〇

5 非常階段塗装修繕 〇

6 固定橋タイルカーペッ ト 修繕 〇

7 木製建具更新 〇

8 自火報（ 発信機・ 受信機） 更新 〇

9 自火報（ 感知器） 更新 〇

10 自火報（ 貨物TB） 更新 〇

11 非常放送設備更新 〇

12 高圧気中開閉器（ PA S） 更新 〇

13 空調自動制御システム（ 管工事、 電気部品） 更新 〇

14 エレベータ１ 号機更新 〇

15 水道メ ーター更新 〇

16 ガス設備更新 〇

17 屋内消火栓更新 〇

18 金属屋根修繕 〇
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魅力的かつ集客力のある空港内イベントを通じて地元住民との接点および機会を創

出します。 
  

 （４）持続的かつ活き活きとした人財の育成 

・日常的な個の育成の充実、各種研修など啓蒙機会への参加 

・ナレッジ、スキルの伝承、平準化 

・働き方改革の継続的な実行 
 

       

 

   

（１）サービス品質の向上によるリピーター化促進 

①二次交通アクセスの強化 

・空港～弘前公園間における乗合タクシーの企画運行                    

・既存アクセスの最適化に向けた関係者間協議 

・利用促進協議会、交通事業者と連携した着地型混載ツアーの企画販売 

 

②お客様アンケートの収集分析を通じた空港全体の課題改善、応対品質の向上 

  

 

③空港関連情報のタイムリーかつスムーズな提供 

・会社 WEB サイトのリニューアルによるユーザー体験の向上 

 

（２）地元（県北及び周辺広域）における当空港発の航空利用と県外からの誘客促進 

県・空港利用促進協議会との協働による東京線３往復化の定着に向けたビジネス、

レジャー需要の開拓 
 

①旅客 

・地元県北住民の利用、広域（津軽、八幡平圏域）からの継続的な誘客促進 

・昼間便の特性とメリット（乗継可能便数の増加による誘客エリア拡大）を訴求 

強化した営業展開を継続 

・エンドユーザーへのダイレクトアプローチ 

企業ファンクラブ参加企業、個人ファンクラブ会員（空港利用促進協議会）との 

コミュニケーション強化によるリピーター育成 
 

空港利用者拡大への取組 

№ 計画内容 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度

1 搭乗待合室ベンチ修繕 〇 〇 〇

2 搭乗待合室タイルカーペッ ト 修繕 〇

3 顧客満足度調査・ CS推進活動 〇 〇 〇
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②貨物 

物流業界に対するタイムリーな情報収集及び２０２４年問題に関わる航空貨物へ

の影響調査  

     

 

（１）不動産事業 

     賃料の適正化及びテナントの売上拡大支援 
 

（２）付帯事業 

①広告収入の維持、確保に向けた積極的な営業活動 

②直営売店（カフェピッコロ）の集客増進への試み 

③着地型混載ツアーの企画を通じた顧客満足度の向上 

 

 
 

・営業費用に占める構成比の高い施設管理費を中心とした弛まぬ経費削減努力 

・デジタル化による業務効率性の更なる追求 

 

５．令和７年度損益計画                         単位：千円 

 

＞営業収入（売上高） 

   ・テナント賃料の減免終了による不動産事業収入増 

・旅行業開始に伴う付帯事業収入の増加     （令和６年度比 １０２．１％） 

＞営業費用 

   PBB 更新に伴う減価償却費の増加及び会社 WEＢサイトのリニューアル費を反映 

  （令和６年度比 １１１．６％） 

＞当期純利益 

費用支出の伸びが収入を上回ることから、最終利益額は少額水準を確保 

（令和６年度比  ３３．１％）   

収入・利益の最大

化 

費用削減・業務効率化

化 

令和７ 年度 令和６ 年度

予　 算 推　 定 率 額

254,750 249,402 102.1% 5,348

不動産事業収入 218,000 214,402 101.7% 3,598

付帯事業収入 36,750 35,000 105.0% 1,750

241,317 216,309 111.6% 25,008

13,433 33,093 40.6% △ 19,660

13,633 33,198 41.1% △ 19,565

8,180 24,750 33.1% △ 16,570当期純利益

令和６ 年度比

営業収入

営業費用

営業利益

経常利益



勘定科目 予　算

営　業　収　入 254,750

　不動産事業収入 218,000

　　  ビル賃貸収入 218,000

　付帯事業収入 36,750

　　　直営事業収入 36,750

営　業　外　収　入 201

　受　取　利　息 200

　　　雑　収　入 1

収　入　合　計 254,951

営　業　費　用 241,317

　商　品　仕　入 22,500

　施　設　管　理　費 83,800

　　　地　代　家　賃 2,400

　　　光　熱　水　費 30,000

　　　保　　険　　料 3,400

　　　業　務　委　託　料 31,000

　　　補　修・修　繕　費 17,000

　管　理　業　務　費 83,425

　　　人　　件　　費 57,131

　　　　役　員　報　酬 5,100

　　　　社　員　給　与 44,100

　　　　法　定　福　利　費 6,400

　　　　退職金

　　　　退職給与引当金 1,531

　　　事　　務　　費 8,779

　　　　一　般　消　耗　品 4,000

　　　　新　聞　図　書　費 200

　　　　通　信　運　送　費 1,000

　　　　印　刷　製　本　費 1,000

　　　　リ　ー　ス　料 1,415

　　　　車　　両　　費 120

　　　　会　　議　　費 200

　　　　事務委託料・顧問料 844

　　　諸　　会　　費 815

　　  販　売　促　進　費 1,500

　　　広　告　宣　伝　費 1,000

　  　旅　費　交　通　費 1,500

　　  接　待　交　際　費 500

　　  租　税　公　課 11,500

　　  そ　の　他　費　用 700

　減 価 償 却 費 51,592

営　業　外　費　用 1

　　支　払　利　息

　　雑　損　失 1

費　用　合　計 241,318                 

経　常　利　益 13,633

特　別　利　益 0

特　別　損　失 0

税引前当期純利益 13,633

法　　人　　税　　等 5,453

当　期　純　利　益 8,180

令和7年度収支予算書



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人名 大館能代空港ターミナルビル(株) 

 

 

② 令和６年度計算書類等 
 

 

 

 

 

 

 

           法人所管課 交通政策課 
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第２号議案  剰余金処分の件 

 

第３０期（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）に計上した、利益 

剰余金の内、旅客ターミナルビル等の大規模な改修・修繕に備えるための

施設整備積立金として１０,０００千円を積み立てることをお諮り致します。 

 

尚、第２１回定時株主総会において、第２１期以降毎期１０,０００千円

程度を積み立てる方針をご確認いただいている案件であります。 

 

 

第３０期決算における利益剰余金 ４７３，７４０，９１７円 

うち 施設整備積立金 １９０，０００，０００円 

うち 繰越利益剰余金 ２８３，７４０，９１７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


